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町の高度処理型浄化槽施工状況町の高度処理型浄化槽施工状況

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

問
　
歳
入
の
事
務
費
繰
入
金
が

令
和
２
年
度
よ
り
約
６
０
０
万

円
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。

答
　
令
和
２
年
度
は
、
シ
ス
テ

ム
改
修
だ
け
で
、
令
和
３
年
度

は
、
事
務
費
全
額
の
繰
入
れ
を

し
た
た
め
。
こ
れ
は
、
国
の
繰

入
れ
基
準
に
基
づ
い
て
行
っ
た

も
の
。

問
　
一
般
被
保
険
者
高
額
医
療

費
１
億
４
，６
３
０
万
円
が
支

払
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う

な
病
気
が
多
い
の
か
。

答
　
糖
尿
病
（
人
工
透
析
）
が

県
平
均
よ
り
多
い
と
思
わ
れ
る
。

問
　
生
活
習
慣
病
重
症
化
予
防

対
策
事
業
の
国
保
連
合
会
負
担

金
の
内
容
は
。

答
　
糖
尿
病
を
初
期
で
食
い
止

め
よ
う
と
す
る
事
業
で
あ
る
。

受
診
勧
奨
や
糖
尿
病
の
重
症
化

リ
ス
ク
の
高
い
方
に
保
健
指
導

等
を
行
っ
て
い
る
。

◎
介
護
保
険
特
別
会
計

問
　
居
宅
介
護
住
宅
改
修
が
昨

年
10
月
か
ら
受
領
委
任
払
い
と

な
り
、
利
用
者
の
負
担
軽
減
と

　
と
き
が
わ
町
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
及
び
浄
化
槽

設
置
管
理
事
業
特
別
会
計
・
水

道
事
業
会
計
決
算
に
基
づ
く
資

金
不
足
比
率
が
、
監
査
委
員
の

意
見
を
付
け
て
報
告
さ
れ
た
。

審
査
の
方
法

　
令
和
３
年
度
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不

足
比
率
並
び
に
そ
の
算
定
の
基

礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
に
つ
い
て
、
関
係
担
当
課
長

か
ら
説
明
を
求
め
審
査
し
た
。

審
査
の
結
果

　
下
表
の
と
お
り
、
一
般
会
計

等
に
お
け
る
健
全
化
判
断
比
率
、

公
営
企
業
等
に
お
け
る
資
金
不

足
比
率
が
報
告
さ
れ
た
。

　
い
ず
れ
の
書
類
も
適
正
に
作

成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
健
全
化

判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
と

も
に
問
題
な
い
と
認
め
ら
れ
た
。

議
案
第
40
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支

援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
適

用
に
伴
う
固
定
資
産
税
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に

規
定
す
る
市
町
村
計
画
に
記
載

さ
れ
た
産
業
振
興
促
進
区
域
内

に
お
い
て
、
製
造
業
等
の
用
に

供
す
る
設
備
を
取
得
し
た
場
合

に
お
け
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
、
税
条
例
の
特
例
に
関
す
る

条
例
を
制
定
す
る
。

問
　
企
業
誘
致
を
含
め
て
一
定

の
目
標
は
あ
る
の
か
。

答
　
現
在
数
値
的
な
目
標
は
掲

げ
て
い
な
い
。
全
庁
で
連
携
を

取
り
な
が
ら
課
題
に
対
す
る
姿

勢
や
体
制
を
作
る
。

議
案
第
41
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　
令
和
３
年
８
月
10
日
付
で
人

事
院
か
ら
な
さ
れ
た
公
務
員
人

事
管
理
に
つ
い
て
の
報
告
及
び

同
年
９
月
９
日
付
で
埼
玉
県
人

事
委
員
会
か
ら
な
さ
れ
た
人
事

管
理
に
関
す
る
報
告
を
踏
ま
え

　
令
和
３
年
度
一
般
会
計
、
５

特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
及
び
水

道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て

監
査
を
行
っ
た
。

審
査
の
方
法

　
各
決
算
の
事
項
別
明
細
書
、

実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
及
び

財
産
に
関
す
る
調
書
は
関
係
法

令
に
準
拠
し
、
か
つ
、
議
決
予

算
科
目
等
に
従
っ
て
調
製
さ
れ

て
い
る
か
、
そ
の
計
数
は
正
確

で
あ
る
か
、
関
係
諸
帳
簿
、
証

書
類
と
照
合
し
て
い
る
か
な
ど
、

例
月
出
納
検
査
、
定
期
監
査
の

結
果
を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、

関
係
職
員
か
ら
の
説
明
を
求
め

審
査
し
た
。

審
査
の
結
果

　
審
査
に
付
さ
れ
た
各
会
計
の

歳
入
歳
出
決
算
、
歳
入
歳
出
決

算
事
項
別
明
細
書
、
そ
の
他
の

書
類
は
関
係
法
令
の
諸
規
定
に

準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
予
算
額

及
び
収
入
支
出
済
額
に
つ
い
て

は
検
算
し
、
関
係
諸
帳
簿
、
証

書
類
等
照
合
し
た
結
果
、
計
数

処
理
及
び
予
算
執
行
に
つ
い
て

適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

ま
と
め

　
令
和
３
年
度
の
一
般
会
計
及

び
特
別
会
計
は
コ
ロ
ナ
感
染
対

策
予
算
の
影
響
を
大
き
く
受
け

た
前
年
度
に
比
べ
歳
入
総
額
で

５
．５
％
減
少
、
歳
出
総
額
も

７
％
減
少
し
た
。
一
般
会
計
で

は
、
町
税
全
体
の
徴
収
率
が
99
．

３
％
と
効
率
的
な
徴
収
活
動
に

努
め
た
成
果
が
表
れ
て
い
る
。

若
者
定
住
化
事
業
で
は
、
導
入

し
た
集
落
支
援
員
に
よ
る
空
き

家
掘
り
起
し
事
業
が
成
果
を
出

し
始
め
て
い
る
、
ま
た
、
藤
坂

分
譲
地
整
備
工
事
が
完
了
し
現

時
点
で
全
区
画
完
売
し
て
お
り

積
極
的
な
取
り
組
み
が
評
価
で

き
る
。

　
一
般
会
計
の
年
度
末
基
金
残

高
合
計
は
、
前
年
度
に
比
べ

４
億
２
千
万
円
程
度
増
額
し
て

い
る
。
水
道
事
業
会
計
は
、
供

給
単
価
１
６
５
．２
円
に
対
し

給
水
原
価
２
２
１
．０
円
と
い

う
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
い
て

お
り
、
既
に
料
金
改
定
が
決

ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
周
知
に

は
十
分
な
説
明
を
行
い
理
解
さ

れ
る
よ
う
努
め
て
も
ら
い
た
い
。

な
っ
た
が
、
利
用
者
か
ら
の
声

は
届
い
て
い
る
の
か
。

答
　
申
請
は
工
務
店
や
介
護
事

業
者
が
行
う
た
め
、
窓
口
で
直

接
利
用
者
の
声
を
聞
く
機
会
が

少
な
い
。
コ
ロ
ナ
収
束
後
は
、

工
事
完
了
後
の
現
地
確
認
を
再

開
し
、
利
用
者
の
声
を
聴
く
よ

う
努
力
し
て
い
く
。

問
　
住
宅
改
修
の
令
和
２
年
度
、

令
和
３
年
度
の
件
数
は
。

答
　
令
和
２
年
度
が
23
件
、
令

和
３
年
度
が
27
件
。

◎
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業
特
別

会
計

問
　
浄
化
槽
設
置
数
は
70
基
が

目
標
で
あ
る
が
、
令
和
３
年
度

の
設
置
数
は
。

答
　
20
基
。

問
　
20
基
で
は
少
な
い
の
で
は

な
い
か
。
今
後
の
対
策
は
。

答
　
訪
問
に
よ
る
啓
発
が
令
和

３
年
度
は
56
戸
。
今
年
度
は
、

１
０
０
戸
を
予
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
広
報
紙
に
バ
ナ
ー
広
告

を
掲
載
し
、
分
担
金
10
万
２
千

円
か
ら
設
置
で
き
、
補
助
金
最

大
30
万
円
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

等
を
周
知
し
て
い
る
。
そ
の
他
、

健
全
化
判
断
比
率・資
金
不
足
比
率
の
審
査・報
告

健
全
化
判
断
比
率・資
金
不
足
比
率
の
審
査・報
告

条
例
の
制
定
・
一
部
改
正

条
例
の
制
定
・
一
部
改
正

全
戸
に
チ
ラ
シ
を
配
布
し
て
い

る
。

◎
関
口
茂
八
奨
学
事
業
特
別
会

計問
　
計
画
ど
お
り
の
返
還
が
難

し
い
方
へ
の
返
還
期
間
延
長
等

の
検
討
・
計
画
は
あ
る
の
か
。

答
　
返
還
期
間
を
当
初
の
計
画

よ
り
長
く
設
定
し
た
り
、
そ
の

他
の
課
題
も
今
後
検
討
し
て
い

く
。

◎
水
道
事
業
会
計

問
　
事
業
費
用
に
関
す
る
事
項

で
営
業
費
用
の
業
務
費
が
前
年

対
比
で
72
．９
％
ア
ッ
プ
し
て

い
る
理
由
は
。

答
　
職
員
の
異
動
に
よ
る
人
件

費
、
コ
ン
ビ
ニ
収
納
業
務
委
託

料
、
コ
ン
ビ
ニ
対
応
印
刷
製
本

費
等
の
増
に
よ
る
も
の
。

職
員
に
係
る
妊
娠
・
出
産
・
育

児
等
と
仕
事
の
両
立
支
援
の
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
条

例
を
改
正
す
る
。

問
　
職
員
の
中
で
該
当
者
は
何

人
い
る
の
か
。

答
　
令
和
３
年
度
実
績
で
産
休

取
得
は
３
名
。
育
児
休
業
者
は

４
名
。
ま
た
、
取
得
可
能
な
職

員
は
全
て
産
休
・
育
休
は
取
得

し
て
い
る
。

議
案
第
48
号

第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
保
健
師
の
欠
員
に
伴
い
、
速

や
か
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
関
連
す
る
業
務
に
従
事
す
る

者
を
配
置
す
る
必
要
が
生
じ
た

た
め
、
第
１
号
会
計
年
度
任
用

職
員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
を
改

正
す
る
。

問
　
一
般
公
募
を
ど
の
よ
う
に

行
う
の
か
。

答
　
急
を
要
す
る
た
め
公
募
期

間
を
一
週
間
と
し
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
に

掲
載
す
る
。

健全化判断比率 令和３年度 早期健全化基準
実質赤字比率 －％ 15.0%
連結実質赤字比率 －％ 20.0%
実質公債費比率 4.5% 25.0%
将来負担比率 5.9% 350.0%

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

浄化槽設置管理
事業特別会計 －％ 20.0%

水道事業会計 －％ 20.0%

健全化判断比率 資金不足比率

※「－％」…赤字額がないため ※「－％」…資金不足が生じていないため

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況

を
統
一
的
な
指
標
で
明
ら
か
に

し
、
財
政
の
健
全
化
や
再
生
が

必
要
な
場
合
に
迅
速
な
対
応
を

取
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
。

　
毎
年
度
、
以
下
の
健
全
化
判

断
比
率
を
監
査
委
員
の
審
査
に

付
し
た
上
で
議
会
に
報
告
し
、

公
表
す
る
。

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

　
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
の

い
ず
れ
か
が
早
期
健
全
化
基
準

以
上
の
場
合
に
は
、
財
政
健
全

化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
ま
た
、
公
営
企
業
を
経
営
す

る
地
方
公
共
団
体
は
、
公
営
企

業
ご
と
に
資
金
不
足
比
率
を
監

査
委
員
の
審
査
に
付
し
た
上
で

議
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
。

　
こ
れ
が
経
営
健
全
化
基
準
以

上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
経
営

健
全
化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

特
別
会
計
の
主
な
質
疑

監
　
査
　
報
　
告
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